
JP 6216157 B2 2017.10.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央部に部品接続用パッドを備え、前記中央部の周囲に外部接続用パッドを備えた一層
からなる配線層と、
　前記配線層の上面と側面とを被覆する絶縁層であって、前記配線層の下面と前記絶縁層
の下面とが面一になって形成された一層からなる前記絶縁層と、
　前記絶縁層に形成され、前記部品接続用パッドの上面を露出する第１ホールと、
　前記絶縁層に形成され、前記外部接続用パッドの上面を露出する第２ホールと、
　前記絶縁層の上に配置され、前記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開口部
が設けられ、前記外部接続用パッド上に前記第２ホールに連通する第３ホールが設けられ
た枠部材と、
　前記第２ホールと前記第３ホールとにより構築される接続ホールと、
　前記枠部材の開口部内に配置され、前記部品接続用パッドに接続された電子部品と、
　前記枠部材の開口部に形成され、前記電子部品を封止する封止樹脂と、
　前記接続ホール内の前記外部接続用パッドの上に形成された金属めっきからなる金属接
合材と、
　前記外部接続用パッドの下面に接して形成された接続端子と
　を有し、
　前記金属接合材は、前記接続ホールの高さの途中まで形成され、前記接続ホールの上部
側が空洞になっていることを特徴とする電子部品装置。
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【請求項２】
　前記金属接合材は、錫、錫／銀系はんだ、又は錫／銀／銅系はんだであることを特徴と
する請求項１に記載の電子部品装置。
【請求項３】
　前記電子部品が前記封止樹脂から露出していることを特徴とする請求項１又は２に記載
の電子部品装置。
【請求項４】
　中央部に部品接続用パッドを備え、前記中央部の周囲に外部接続用パッドを備えた一層
からなる配線層と、
　前記配線層の上面と側面とを被覆する絶縁層であって、前記配線層の下面と前記絶縁層
の下面とが面一になって形成された一層からなる前記絶縁層と、
　前記絶縁層に形成され、前記部品接続用パッドの上面を露出する第１ホールと、
　前記絶縁層に形成され、前記外部接続用パッドの上面を露出する第２ホールと、
　前記絶縁層の上に配置され、前記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開口部
が設けられ、前記外部接続用パッド上に前記第２ホールに連通する第３ホールが設けられ
た枠部材と、
　前記第２ホールと前記第３ホールとにより構築される接続ホールと、 
　前記枠部材の開口部内に配置され、前記部品接続用パッドに接続された電子部品と、
　前記枠部材の開口部に形成され、前記電子部品を封止する封止樹脂と、
　前記接続ホール内の前記外部接続用パッドの上に形成された金属めっきからなる金属接
合材と、
　前記外部接続用パッドの下面に接して形成された接続端子と
　を有する電子部品装置が複数個で積層されて構築され、
　下側の前記電子部品装置の金属接合材に上側の前記電子部品装置の接続端子が埋め込ま
れて接合されており、
　積層された複数の前記電子部品装置の最上に配置された前記電子部品装置において、前
記金属接合材は、前記接続ホールの高さの途中まで形成され、前記接続ホールの上部側が
空洞になっていることを特徴とする積層型の電子部品装置。
【請求項５】
　金属板の一方の面に、中央部に部品接続用パッドを備え、前記中央部の周囲に外部接続
用パッドを備えた一層からなる配線層を形成すると共に、前記金属板の他方の面に、前記
外部接続用パッドに対応する位置に電極パッドを形成する工程であって、前記配線層の上
面及び側面が露出した状態で形成され、
　前記配線層の上面と側面とを被覆する一層からなる絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の上に、前記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開口部が設けら
れた枠部材を形成する工程と、
　前記外部接続用パッドの上に、前記絶縁層のホールと前記枠部材のホールとにより構築
される接続ホールを形成すると共に、前記部品接続用パッド上の前記絶縁層にコンタクト
ホールを形成する工程と、
　前記コンタクトホールを通して前記部品接続用パッドに電子部品の接続電極を接続する
工程と、
　前記枠部材の開口部に、前記電子部品を封止する封止樹脂を形成する工程と、
　前記接続ホールの高さの途中まで金属めっきからなる金属接合材を形成して前記接続ホ
ールの上部側に空洞を残すと共に、前記電極パッドの上にマスク金属層を形成する工程と
、
　前記マスク金属層をマスクにして前記金属板をエッチングして、前記外部接続用パッド
に接する接続端子を形成する工程と
　を有することを特徴とする電子部品装置の製造方法。
【請求項６】
　前記封止樹脂を形成する工程の後に、
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　前記封止樹脂、前記電子部品及び前記枠部材を削ることにより、前記電子部品を露出さ
せる工程を有することを特徴とする請求項５に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項７】
　前記金属接合材は、錫、錫／銀系はんだ、又は錫／銀／銅系はんだであることを特徴と
する請求項５又は６に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項８】
　金属板の一方の面に、中央部に部品接続用パッドを備え、前記中央部の周囲に外部接続
用パッドを備えた一層からなる配線層を形成すると共に、前記金属板の他方の面に、前記
外部接続用パッドに対応する位置に電極パッドを形成する工程であって、前記配線層の上
面及び側面が露出した状態で形成され、
　前記配線層の上面と側面とを被覆する一層からなる絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の上に、前記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開口部が設けら
れた枠部材を形成する工程と、
　前記外部接続用パッドの上に、前記絶縁層のホールと前記枠部材のホールとにより構築
される接続ホールを形成すると共に、前記部品接続用パッド上の前記絶縁層にコンタクト
ホールを形成する工程と、
　前記コンタクトホールを通して前記部品接続用パッドに電子部品の接続電極を接続する
工程と、
　前記枠部材の開口部に、前記電子部品を封止する封止樹脂を形成する工程と、
　前記接続ホールの高さの途中まで金属めっきからなる金属接合材を形成して前記接続ホ
ールの上部側に空洞を残すと共に、前記電極パッドの上にマスク金属層を形成する工程と
、
　前記マスク金属層をマスクにして前記金属板をエッチングして、前記外部接続用パッド
に接する接続端子を形成する工程と
を含む製造方法により電子部品装置を複数個用意し、
　下側の前記電子部品装置の金属接合材に上側の前記電子部品装置の接続端子を埋め込ん
で接合し、
　積層された複数の前記電子部品装置の最上に配置された前記電子部品装置において、前
記接続ホールの上部側に前記空洞が残されることを特徴とする積層型の電子部品装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体装置では、小型化及び高性能化の要求に対応するため、実装密度の向上が
求められている。実装密度を向上させる手段として、配線基板上に半導体素子が実装され
た半導体パッケージを積層して接続する技術が開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８―２３６６９４号公報
【特許文献２】特開２００２－４３５０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、配線基板上に半導体素子が実装された半導体パッケージを積層するため
、薄型化及び配線層の微細化の要求に容易には対応できない課題がある。また、配線基板
は樹脂材から形成されることが多いため、加熱処理などで反りやうねりが発生しやすく、
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半導体素子の接続の信頼性が十分に得られない場合がある。
【０００５】
　積層する際に薄型化できると共に、電子部品を信頼性よく接続できる新規な構造の電子
部品装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下の開示の一観点によれば、中央部に部品接続用パッドを備え、前記中央部の周囲に
外部接続用パッドを備えた一層からなる配線層と、前記配線層の上面と側面とを被覆する
絶縁層であって、前記配線層の下面と前記絶縁層の下面とが面一になって形成された一層
からなる前記絶縁層と、前記絶縁層に形成され、前記部品接続用パッドの上面を露出する
第１ホールと、前記絶縁層に形成され、前記外部接続用パッドの上面を露出する第２ホー
ルと、前記絶縁層の上に配置され、前記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開
口部が設けられ、前記外部接続用パッド上に前記第２ホールに連通する第３ホールが設け
られた枠部材と、前記第２ホールと前記第３ホールとにより構築される接続ホールと、前
記枠部材の開口部内に配置され、前記部品接続用パッドに接続された電子部品と、前記枠
部材の開口部に形成され、前記電子部品を封止する封止樹脂と、前記接続ホール内の前記
外部接続用パッドの上に形成された金属めっきからなる金属接合材と、前記外部接続用パ
ッドの下面に接して形成された接続端子とを有し、前記金属接合材は、前記接続ホールの
高さの途中まで形成され、前記接続ホールの上部側が空洞になっていることを特徴とする
電子部品装置が提供される。
【０００７】
　また、その開示の他の観点によれば、金属板の一方の面に、中央部に部品接続用パッド
を備え、前記中央部の周囲に外部接続用パッドを備えた一層からなる配線層を形成すると
共に、前記金属板の他方の面に、前記外部接続用パッドに対応する位置に電極パッドを形
成する工程であって、前記配線層の上面及び側面が露出した状態で形成され、前記配線層
の上面と側面とを被覆する一層からなる絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の上に、前
記部品接続用パッドが配置された中央部の領域に開口部が設けられた枠部材を形成する工
程と、前記外部接続用パッドの上に、前記絶縁層のホールと前記枠部材のホールとにより
構築される接続ホールを形成すると共に、前記部品接続用パッド上の前記絶縁層にコンタ
クトホールを形成する工程と、前記コンタクトホールを通して前記部品接続用パッドに電
子部品の接続電極を接続する工程と、前記枠部材の開口部に、前記電子部品を封止する封
止樹脂を形成する工程と、前記接続ホールの高さの途中まで金属めっきからなる金属接合
材を形成して前記接続ホールの上部側に空洞を残すと共に、前記電極パッドの上にマスク
金属層を形成する工程と、前記マスク金属層をマスクにして前記金属板をエッチングして
、前記外部接続用パッドに接する接続端子を形成する工程とを有する電子部品装置の製造
方法が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　以下の開示によれば、電子部品装置は、部品接続用パッドとその周囲に配置された外部
接続用パッドとを備えた複数の配線層の上に、部品接続用パッドが配置された領域に開口
部が設けられた枠部材が配置されている。さらに、枠部材の開口部に、部品接続用パッド
に接続された電子部品が配置されている。
【０００９】
　また、枠部材の開口部に封止樹脂が形成されて電子部品が封止されている。外部接続用
パッド上の枠部材に接続ホールが設けられており、その中の外部接続用パッド上に金属接
合材が形成されている。そして、外部接続用パッドの下に接続端子が設けられる。
【００１０】
　電子部品装置は、配線層の下にコア基板が存在しない構造のため、薄型化を図ることが
できる。
【００１１】
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　電子部品装置を積層する際には、下側の電子部品装置の金属接合材に上側の電子部品装
置の接続端子を埋め込んで接合することにより、積層型の電子部品装置を構築することが
できる。
【００１２】
　また、電子部品装置の製造方法では、配線層は、金属板の上に電解めっきによりに一括
で形成されるため、微細な配線層を歩留りよく形成することができる。また、反りが発生
しにくい熱膨張係数の低い金属板の上に形成された配線層に電子部品を接続するため、電
子部品を信頼性よく接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１）である。
【図２】図２は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その２）である。
【図３】図３は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図及び平面図（その３）で
ある。
【図４】図４は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その４）である。
【図５】図５は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図及び平面図（その５）で
ある。
【図６】図６は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その６）である。
【図７】図７は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図及び平面図（その７）で
ある。
【図８】図８は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その８）である。
【図９】図９は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その９）である。
【図１０】図１０は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１０）である
。
【図１１】図１１は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１１）である
。
【図１２】図１２は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１２）である
。
【図１３】図１３は実施形態の電子部品装置を示す断面図である。
【図１４】図１４は実施形態の電子部品装置を積層する様子を示す断面図である。
【図１５】図１５は図１３の電子部品装置を積層して得られる積層型の電子部品装置を示
す断面図である。
【図１６】図１６は図１５の積層型の電子部品装置において各電子部品装置の間に絶縁層
を形成したものを示す断面図である。
【図１７】図１７は実施形態の第１変形例の電子部品装置を示す断面図である。
【図１８】図１８は実施形態の第２変形例の電子部品装置を示す断面図である。
【図１９】図１９は図１８の第２変形例の電子部品装置を積層して得られる積層型の電子
部品装置を示す断面図である。
【図２０】図２０は図１９の積層型の電子部品装置において最上の電子部品に放熱板を設
けたものを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１～図１２は実施形態の電子部品装置の製造方法を示す図、図１３は実施形態の電子
部品装置を示す図である。以下、電子部品装置の製造方法を説明しながら、電子部品装置
の構造を説明する。
【００１６】
　実施形態の電子部品装置の製造方法では、まず、図１に示すように、金属板１０を用意
する。金属板１０としては、４２アロイ（鉄（Ｆｅ）・ニッケル（Ｎｉ）合金）、銅（Ｃ
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ｕ）、コバール（鉄（Ｆｅ）・ニッケル（Ｎｉ）・コバルト（Ｃｏ）合金）、又は、鉄（
Ｆｅ）などの金属材料から形成される。
【００１７】
　金属板１０は熱膨張係数が比較的低い材料から形成されることが好ましく、この観点か
らは、好適に４２アロイ又はコバールが使用される。４２アロイの熱膨張係数は４～６ｐ
ｐｍ／℃であり、一般的な配線基板の材料として使用されるガラスエポキシ樹脂の熱膨張
係数（１７ｐｐｍ／℃程度）よりもかなり低い値を有する。また、コバールの熱膨張係数
は、６～７ｐｐｍ／℃である。
【００１８】
　金属板１０の厚みは、例えば２００μｍ～８００μｍに設定される。リールに巻かれた
状態の薄膜の金属板１０が帯状に引き出されて、リールツーリール方式によって金属板１
０に各種の処理が施される。リールツーリール方式を採用しない場合は、短冊状に切断さ
れた金属板１０が使用される。以下の説明では、金属板１０の一方の面を上面とし、他方
の面を下面として説明する。
【００１９】
　次いで、図２に示すように、金属板１０の上面に、フォトリソグラフィに基づいて、第
１レジスト層として、開口部１２ａが設けられた永久レジスト層１２を形成する。永久レ
ジスト層１２の開口部１２ａは配線層に対応するパターンで形成される。
【００２０】
　永久レジスト層１２は、後のウェット処理工程で除去されることなく、最終的に製品に
残される。永久レジスト層１２の厚みは、形成する配線層の厚みに対応して設定され、例
えば１０μｍ～２０μｍである。
【００２１】
　さらに、同じく図２に示すように、金属板１０の下面に、フォトリソグラフィに基づい
て、第２レジスト層として、開口部１４ａが設けられたフォトレジスト層１４を形成する
。フォトレジスト層１４の開口部１４ａは電極パッドに対応する島状パターンで形成され
る。フォトレジスト層１４の厚みは、例えば１０μｍ～２０μｍである。
【００２２】
　続いて、図３に示すように、金属板１０をめっき給電経路に利用する電解めっきにより
、金属板１０の上面側の永久レジスト層１２の開口部１２ａに金属めっきを施して配線層
２０を形成する。また、これと同時に、金属板１０の下面側のフォトレジスト層１４の開
口部１４ａに金属めっきを施して電極パッド２２を形成する。
【００２３】
　金属板１０が４２アロイ又は鉄から形成される場合は、配線層２０及び電極パッド２２
は、電解銅（Ｃｕ）めっきによって形成される。
【００２４】
　また、金属板１０がコバールから形成される場合は、配線層２０及び電極パッド２２は
以下の方法で形成される。最初に、電解めっきで厚みが０．１μｍ～０．３μｍのニッケ
ル（Ｎｉ）ストライクめっき層を形成する。
【００２５】
　ストライクめっきを施すことで、下地（コバール）の不働態皮膜を除去してめっき層の
密着性を向上させることができる。その後に、ニッケル（Ｎｉ）ストライクめっき層の上
に電解銅（Ｃｕ）めっきを行うことによって配線層２０及び電極パッド２２が得られる。
【００２６】
　また、金属板１０が銅（Ｃｕ）から形成される場合は、配線層２０及び電極パッド２２
は、厚みが３μｍ～５μｍの電解ニッケルめっき層を形成した後に、電解銅（Ｃｕ）めっ
きを行うことによって形成される。
【００２７】
　図３の縮小平面図を加えて参照すると、配線層２０は、中央部の部品搭載領域Ａに配置
された複数の部品接続用パッドＰ１を備えている。さらに、配線層２０は、各部品接続用
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パッドＰ１に繋がって外側に延在する引き出し配線部Ｗと、引き出し配線部Ｗの外端に繋
がって部品搭載領域Ａの周囲に配置された外部接続用パッドＰ２とを備えている。部品接
続用パッドＰ１の配置ピッチは、例えば４０μｍ～１００μｍである。
【００２８】
　このようにして、金属板１０の上面側に、中央部に部品接続用パッドＰ１を備え、中央
部の周囲に外部接続用パッドＰ２を備えた複数の配線層２０を形成する。
【００２９】
　金属板１０の下面側の電極パッド２２は、金属板１０の上面側の配線層２０の各外部接
続用パッドＰ２に対応する位置にそれぞれ配置される。
【００３０】
　次いで、図４に示すように、金属板１０の上面側の永久レジスト層１２及び配線層２０
の上に、エポキシ樹脂などの未硬化の樹脂材１６ｘを形成する。樹脂材１６ｘは、接着樹
脂として形成され、樹脂フィルムを貼付してもよいし、あるいは液状樹脂を塗布してもよ
い。
【００３１】
　続いて、図５に示すように、中央に開口部３０ａが設けられた枠部材３０を用意する。
枠部材３０の開口部３０ａは枠部材３０の厚み方向に貫通して設けられている。枠部材３
０は、金型に樹脂を流し込んだ後に、硬化させることによって得られる。
【００３２】
　あるいは、未硬化の樹脂フィルムにプレス加工などで開口部を形成した後に、樹脂フィ
ルムを硬化させることにより、枠部材３０を得てもよい。枠部材３０の厚みは、後述する
半導体素子の厚みより厚く設定される。
【００３３】
　そして、部品接続用パッドＰ１が配置された部品搭載領域Ａに枠部材３０の開口部３０
ａが配置されるように枠部材３０を樹脂材１６ｘの上に配置する。さらに、２００℃程度
の温度で加熱処理することにより、樹脂材１６ｘを硬化させて絶縁層１６とする。これに
より、樹脂材１６ｘが硬化する際の接着作用によって、枠部材３０が絶縁層１６を介して
金属板１０上の配線層２０に固定される。
【００３４】
　リールツーリール方式を採用する場合は、枠部材３０が形成された金属板１０をリール
に巻くことができないため、枠部材３０を形成する工程の前又は後に、帯状に引き出され
て搬送されてくる金属板１０が短冊状に切断される。
【００３５】
　なお、前述した図２の工程で永久レジスト層１２の代わりに、第１レジスト層として、
一般的なフォトレジスト層（不図示）を形成し、図３の工程で配線層２０を形成した後に
、金属板１０の上面側のフォトレジスト層のみを選択的に除去してよい。
【００３６】
　この方法を採用する場合は、図６の変形例に示すように、配線層２０の間の領域から配
線層２０の上に絶縁層１６が形成され、同様に絶縁層１６によって枠部材３０が固定され
る。以下では、図５の構造体を採用して続きの製造方法を説明する。
【００３７】
　続いて、図７に示すように、図５の構造体の枠部材３０及びその下の絶縁層１６をレー
ザで加工することより、外部接続用パッドＰ２に到達する接続ホールＨを形成する。接続
ホールＨは、絶縁層１６のホールの上に枠部材３０のホールが連通して形成される。
【００３８】
　図７の縮小平面図に示すように、図５の縮小平面図の複数の外部接続用パッドＰ２の各
々の上に接続ホールＨがそれぞれ配置される。接続ホールＨの直径は、外部接続用パッド
Ｐ２の直径よりも一回り小さく設定され、例えば３００μｍ程度である。
【００３９】
　次いで、同じく図７に示すように、枠部材３０の開口部３０ａに露出する絶縁層１６を
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レーザで加工することにより、各部品接続用パッドＰ１に到達するコンタクトホール１６
ａをそれぞれ形成する。コンタクトホール１６ａの直径は、部品接続用パッドＰ１の直径
よりも一回り小さく設定され、例えば２０μｍ～５０μｍ程度である。
【００４０】
　その後に、デスミア処理を行って、接続ホールＨ及びコンタクトホール１６ａ内の樹脂
スミアを除去してクリーニングする。デスミア処理は、ＣＦ4／Ｏ2系のガスを使用するプ
ラズマエッチングにより行われる。あるいは、過マンガン酸法などのウェット処理でデス
ミア処理を行ってもよい。
【００４１】
　接続ホールＨ及びコンタクトホール１６ａを形成する工程は、レーザの代わりに、ドラ
イエッチングを使用してもよい。ドライエッチングを採用する場合は、最初に、接続ホー
ルＨに対応する位置に開口部が設けられた第１のメタルマスク（不図示）を介してドライ
エッチングによって枠部材３０に接続ホールＨを形成する。
【００４２】
　その後に、コンタクトホール１６ａに対応する位置に開口部が設けられた第２のメタル
マスク（不図示）を介して、ドライエッチングによって絶縁層１６にコンタクトホール１
６ａを形成する。
【００４３】
　なお、コンタクトホール１６ａを形成した後に、接続ホールＨを形成してもよい。また
、メタルマスクの代わりに、フォトレジスト層をマスクに使用してドライエッチングによ
り接続ホールＨ及びコンタクトホール１６ａを形成することも可能である。
【００４４】
　次いで、図８に示すように、下面に接続電極４２を備えた半導体素子４０を用意する。
半導体素子４０の接続電極４２は、はんだバンプや金バンプなどからなる。半導体素子４
０は、ＣＰＵチップやメモリチップなどのＬＳＩチップである。そして、枠部材３０の開
口部３０ａ内のコンタクトホール１６ａに、はんだを介して半導体素子４０の接続電極４
２を配置し、リフロー加熱する。
【００４５】
　これにより、半導体素子４０の接続電極４２が金属板１０上の部品接続用パッドＰ１に
フリップチップ接続される。電子部品として、半導体素子４０を例示するが、各種の電子
部品を搭載することができる。半導体素子４０の横領域にキャパシタなどの受動部品を搭
載してもよい。
【００４６】
　枠部材３０の上面の高さ位置は、半導体素子４０の上面の高さ位置よりも高く設定され
る。例えば、接続電極４２を除く半導体素子４０の厚みは５００μｍ～７５０μｍであり
、枠部材３０の厚みは半導体素子４０の厚みより１００μｍ～２００μｍ程度で厚く設定
される。
【００４７】
　次いで、図９に示すように、枠部材３０の開口部３０ａ内にディスペンサなどで低粘度
の樹脂を流し込んだ後に、２００℃程度の温度で加熱処理して硬化させることにより、半
導体素子４０を封止する封止樹脂５０を形成する。このとき、接続ホールＨ内に樹脂が流
れ込まないように樹脂が供給される。封止樹脂５０の材料の一例としては、シリカなどの
フィラーが分散されたエポキシ樹脂が使用される。
【００４８】
　その後に、図１０に示すように、金属板１０をめっき給電経路に利用する電解めっきに
より、接続ホールＨ内の外部接続用パッドＰ２の表面から上側に向けて金属めっきを施す
。このとき、噴流めっきにより、金属板１０の上面側のみに金属めっきが施される。これ
により、接続ホールＨ内に、外部接続用パッドＰ２に接続される金属接合材６０が形成さ
れる。
金属接合材６０は、接続ホールＨの底から接続ホールＨの高さの途中まで形成される。図
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１０の例では、接続ホールＨの高さの半分の位置まで金属接合材６０が形成される。
【００４９】
　次いで、図１１に示すように、同様な噴流めっきによって金属板１０の下面側のみに電
解めっきを行う。これにより、電極パッド２２の上に金属接合材６０と同一金属からなる
マスク金属層２４が形成される。
【００５０】
　金属接合材６０としては、低融点金属が好適に使用される。低融点金属としては、錫、
（Ｓｎ）、錫（Ｓｎ）／銀（Ａｇ）系はんだ、錫（Ｓｎ）／銀（Ａｇ）／銅（Ｃｕ）系は
んだなどの鉛（Ｐｄ）フリーはんだが使用される。例えば、錫の融点は２６０℃程度であ
る。
【００５１】
　なお、上記した図１０及び図１１の工程において、金属板１０の両面側に同時に電解め
っきを行ってもよい。この場合は、金属板１０の上面側の金属接続材６０の厚みが下面側
のマスク金属層２４の厚みより厚くなるように以下の手法を採用する。
【００５２】
　最初に、金属板１０の下面側に保護テープなどのマスク材を形成した状態で、上面側に
電解めっきで金属接続材６０の主要部を形成する。続いて、マスク材を除去した後に、下
面側に所要の厚みのマスク金属層２４が形成されるように金属板１０の両面側に電解めっ
きを行えばよい。
【００５３】
　その後に、図１２に示すように、金属板１０の下面側のフォトレジスト層１４をレジス
ト剥離液によって除去して、金属板１０を露出させる。
【００５４】
　次いで、図１３に示すように、金属板１０の下面側のマスク金属層２４をマスクにして
露出した金属板１０を配線層２０及び永久レジスト層１２の下面が露出するまでエッチン
グする。このとき、スプレーノズルによりエッチング液を金属板１０に噴霧してエッチン
グする噴霧エッチングが採用され、金属板１０が異方性エッチングに近い状態でエッチン
グされる。
【００５５】
　これにより、金属板１０がパターニングされて下側に突き出る突出電極１０ｘが得られ
る。突出電極１０ｘの下面に電極パッド２２及びマスク金属層２４が配置される。
【００５６】
　突出電極１０ｘ、電極パッド２２及びマスク金属層２４から外部接続端子ＥＴが形成さ
れる。このようにして、外部接続用パッドＰ２の下面に接続される外部接続端子ＥＴが得
られる。
【００５７】
　金属板１０が４２アロイから形成される場合は、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）／（アンモニア
）ＮＨ4／（フッ酸）ＨＦ系のエッチング液が使用され、マスク金属層２４（錫など）及
び配線層２０（銅）に対して４２アロイからなる金属板１０を選択的にエッチングするこ
とができる。
【００５８】
　また、金属板１０がコバールから形成される場合は、同じくＨ2Ｏ2／ＮＨ4／ＨＦ系の
エッチング液が使用され、マスク金属層２４（錫など）及び配線層２０（銅）に対してコ
バールからなる金属板１０を選択的にエッチングすることができる。
【００５９】
　また、金属板１０が銅から形成される場合は、有機酸及びアミン系錯化剤を含むアルカ
リ性のエッチング液が使用され、マスク金属層２４（錫など）及び配線層２０（最下がニ
ッケル層）に対して銅からなる金属板１０を選択的にエッチングすることができる。ある
いは、金属板１０が銅から形成される場合、銅アンモニア錯体を含むアルカリ性のエッチ
ング液を使用してもよい。
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【００６０】
　さらに、金属板１０が鉄から形成される場合は、塩化水素（ＨＣｌ）系のエッチング液
が使用され、マスク金属層２４（錫など）及び配線層２０（銅）に対して鉄からなる金属
板１０を選択的にエッチングすることができる。
【００６１】
　なお、ウェットエッチング中にエッチング側面に保護膜が形成されるエッチング液を使
用する噴流エッチング方式を採用することにより、サイドエッチングが抑制されてより異
方性エッチングに近い形状が得られる。
【００６２】
　以上により、実施形態の電子部品装置１が得られる。図１３に示すように、本実施形態
の電子部品装置１は、下面が大気に露出した状態の配線層２０を備えている。配線層２０
は、中央部に部品接続用パッドＰ１を備え、中央部の周囲に外部接続用パッドＰ２を備え
ている。部品接続用パッドＰ１は引き出し配線部Ｗを介して外部接続用パッドＰ２に接続
されている。複数の配線層２０の間の領域には永久レジスト層１２が配置されている。
【００６３】
　配線層２０の上には、接着層として機能する絶縁層１６を介して枠部材３０が配置され
ている。前述した図６の構造体を採用する場合は、永久レジスト層１２が省略され、配線
層２０の間にも絶縁層１６が形成された構造となる。
【００６４】
　部品接続用パッドＰ１上の絶縁層１６にはコンタクトホール１６ａが形成されている。
半導体素子４０の接続電極４２がコンタクトホール１６ａを通して部品接続用パッドＰ１
にフリップチップ接続されている。
【００６５】
　さらに、配線層２０及び絶縁層１６の周縁部の上に枠部材３０が配置されている。枠部
材３０は中央部に開口部３０ａが設けられており、半導体素子４０を取り囲むようにリン
グ状に配置されている。枠部材３０の高さは、半導体素子４０の高さよりも高く設定され
ている。
【００６６】
　そして、枠部材３０の開口部３０ａ内には、半導体素子４０の全体を封止する封止樹脂
５０が充填されている。
【００６７】
　また、枠部材３０及びその下の絶縁層１６には複数の外部接続用パッドＰ２にそれぞれ
到達する接続ホールＨが形成されている。このように、絶縁層１６は、部品接続用パッド
Ｐ１と外部接続用パッドＰ２とを露出して、配線層２０と枠部材３０との間に形成されて
いる。
【００６８】
　接続ホールＨ内の外部接続用パッドＰ２の上に接続ホールＨの高さの途中まで金属接合
材６０が形成されており、金属接合材６０は外部接続用パッドＰ２に接続されている。
【００６９】
　外部接続用パッドＰ２の下には下側に突き出る外部接続端子ＥＴが設けられている。外
部接続端子ＥＴは、外部接続用パッドＰ２の下面に接続された突出電極１０ｘとその下に
配置された電極パッド２２及びマスク金属層２４とから形成されている。
【００７０】
　本実施形態の電子部品装置１は、ガラスエポキシ樹脂などからなるコア基板を備えてお
らず、配線層２０及び絶縁層１６の上に配置された半導体素子４０が枠部材３０の開口部
３０ａに収容され、封止樹脂５０で封止された構造となっている。このため、コア基板を
使用する場合よりも薄型化を図ることができる。
【００７１】
　また、配線層２０は、金属板１０をめっき給電経路として利用する電解めっきにより永
久レジスト層１２の開口部１２ａに一括して形成される。このため、フォトリソグラフィ
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の実力に応じて、微細な配線層２０を歩留りよく形成することができる。
【００７２】
　また、本実施形態では、金属板１０の上に形成された配線層２０の部品接続用パッドＰ
１に半導体素子４０をフリップチップ接続している。金属板１０は熱膨張係数の低い金属
材料から形成されるため、製造工程で加熱処理が繰り返し行われるとしても、金属板１０
内に熱応力が発生せず、反りやうねりの発生はほとんどない。
【００７３】
　このため、樹脂基板を使用する場合よりも半導体素子４０の搭載領域の平坦性が確保さ
れるため、半導体素子４０を部品接続用パッドＰ１に信頼性良くフリップチップ接続する
ことができる。
【００７４】
　また、リードフレームの製造工程で使用されるリールツーリール方式の既存の設備を利
用して、薄膜の金属板１０に配線層２０などを形成できるため、生産効率を向上させるこ
とができ、低コスト化を図ることができる。
【００７５】
　次に、図１３の実施形態の電子部品装置１を積層して、積層型の電子部品装置を製造す
る方法について説明する。
【００７６】
　図１４に示すように、図１３の電子部品装置１を複数個用意する。そして、下側に配置
された電子部品装置１の接続ホールＨ内の金属接合材６０に、上側に配置された電子部品
装置１の外部接続端子ＥＴが配置されるように、複数の電子部品装置１を積層する。
【００７７】
　続いて、図１５に示すように、積層された電子部品装置を３００℃程度の温度で加熱し
しながら、押圧治具（不図示）によって積層された電子部品装置１を下側に押圧する。こ
のとき、各電子部品装置１の接続ホールＨ内の金属接合材６０が溶融し、上側の電子部品
装置１の外部接続端子ＥＴが下側の電子部品装置１の金属接合材６０に埋め込まれて接合
される。
【００７８】
　外部接続端子ＥＴの先端のマスク金属層２４は金属接合材６０と同じ金属から形成され
るため、マスク金属層２４も溶融して金属接合材６０と一体化された状態となる。
【００７９】
　下側の電子部品装置１の接続ホールＨ内の金属接合材６０に、上側の電子部品装置１の
外部接続端子ＥＴを接合する際に、溶融する金属接合材６０が接続ホールＨからあふれな
いように金属接合材６０の形成量が調整される。
【００８０】
　接続ホールＨは、多数の外部接続用パッドＰ２の各々の上に配置されているので、金属
接合材６０の横方向への漏れが防止される。このため、外部接続用パッドＰ２のピッチが
狭小化されるとしても、複数の外部接続用パッドＰ２の間で電気ショートすることが防止
される。
【００８１】
　以上により、積層型の電子部品装置２が得られる。図１５の積層型の電子部品装置２で
は、上下の電子部品装置１の間に隙間Ｃが生じた状態となる。
【００８２】
　図１６に示された積層型の電子部品装置２ａのように、図１５の上下の電子部品装置１
の間に隙間Ｃに絶縁樹脂などの絶縁層７０が充填されるようにしてもよい。
【００８３】
　図１６の積層型の電子部品装置２ａを製造する場合は、前述した図１４の工程において
、電子部品装置１の接続ホールＨを除く封止樹脂５０の上に未硬化の樹脂を形成した状態
で電子部品装置１を積層すればよい。上下の電子部品装置１の間の未硬化の樹脂は金属接
合材６０を溶融する際の加熱処理で同時に硬化させることができる。
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【００８４】
　図１５及び図１６の積層型の電子部品装置２，２ａは、最下の電子部品装置１の接続端
子ＥＴがマザーボードなどの実装基板の接続電極に接続される。
（その他の実施の形態）
　図１７に示す第１変形例の電子部品装置１ａのように、枠部材３０の開口部３０ａ内に
複数の半導体素子４０を横方向に並べて実装してもよい。同一の半導体素子４０を横方向
に並べてもよいし、ＣＰＵとメモリとの組み合わせなどのように、異なる種類の半導体素
子を横方向に並べてもよい。また、半導体素子とキャパシタなどの受動素子を横方向に並
べて実装してもよい。
【００８５】
　また、図１８に示す第２変形例の電子部品装置１ｂのように、封止樹脂５０、半導体素
子４０及び枠部材３０を削ることにより、半導体素子４０の背面を露出させてもよい。こ
れにより、電子部品装置１ｂの厚みを薄くすることができる。例えば、半導体素子４０の
厚みが５０μｍ～３０μｍになるように加工される。
【００８６】
　図１８の第２変形例の電子部品装置１ｂを製造する場合は、封止樹脂５０、半導体素子
４０及び枠部材３０をグラインダーで概ね研削した後に、ＣＭＰで仕上げの研磨を行うこ
とにより、半導体素子４０の背面を露出させる。半導体素子４０などの研磨は、封止樹脂
５０を形成する工程（図９）の後から金属板１０をエッチングする工程（図１３）の前の
所定の段階で行われる。
【００８７】
　図１９には、図１８の電子部品装置１ｂが積層された積層型の電子部品装置２ｂが示さ
れている。図１９に示すように、図１８の薄型の電子部品装置１ｂを樹脂材からなる絶縁
層７０を介して同様に積層することにより、薄型の積層型の電子部品装置２ｂを得ること
ができる。
【００８８】
　また、図２０に示すように、図１９の積層型の電子部品装置２ｂの最上の半導体素子４
０の上面に、銅などの放熱板５を熱伝導性接着剤６によって接続して配置してもよい。こ
れにより、最上の半導体素子４０が発熱しやすいＣＰＵチップなどである場合に、放熱板
５を介して熱を外部に効率よく放出することができる。
【符号の説明】
【００８９】
１，１ａ，１ｂ…電子部品装置、２，２ａ，２ｂ…積層型の電子部品装置、５…放熱板、
６…熱伝導性接着剤、１０…金属板、１０ｘ…突出電極、１２…永久レジスト層、１２ａ
，１４ａ，３０ａ…開口部、１４…フォトレジスト層、１６，７０…絶縁層、１６ａ…コ
ンタクトホール、１６ｘ…樹脂材、２０…配線層、２２…電極パッド、２４…マスク金属
層、３０…枠部材、４０…半導体素子、４２…接続電極、５０…封止樹脂、６０…金属接
合材、Ｈ…接続ホール、Ｐ１…部品接続用パッド、Ｗ…引き出し配線部、Ｐ２…外部接続
用パッド、ＥＴ…外部接続端子。
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